
議案第 35号 

関宮小さな拠点（仮称）什器及び備品の取得について 

関宮小さな拠点（仮称）什器及び備品を取得しようとする。よって養父市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年養父市条例第57号）第３条の規

定により、議決を求める。 

  令和８年６月３日提出 

養父市長  大 林 賢 一    

 

記 

 

 

１ 取得しようとする物件 

  関宮小さな拠点（仮称）什器及び備品 

 

２ 整備する場所 

  関宮小さな拠点（仮称） 

 

３ 取得予定価格 

   28,659,400 円（消費税込み） 

 

４ 取得の相手方 

  兵庫県養父市八鹿町下網場425番地の１ 

  有限会社フジタ 

  代表取締役 藤田 達雄 


